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道立特別支援学校では、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が、
安全な環境で、安心して教育を受けることができるよう、看護師や、
研修を受けた教員が連携して、医療的ケアを実施しています。

導尿

学校で実施している
医療的ケアの例

○ 幼児児童生徒に対して、家庭等で日常的に行われる医行為のうち、学
校生活を送る上で必要となる医行為が対象です。

○ 幼児児童生徒の体調や医行為の内容により、主治医の指示の下、「学
校での実施が可能か」「実施者は看護師か教員か」などを検討します。

○ 幼児児童生徒の体調や医行為の内容によっては、医療的ケアを実施で
きない場合や、保護者の協力をお願いする場合があります。

○ 学校において、医療的ケアを安全に実
施するためには、保護者・主治医・学校
の連携が不可欠です。

○ お子様の体調に関する心配事などがあ
る場合は、教員や看護師に相談してくだ
さい。

○ 校外活動等における医療的ケアの実施
については、お子様の体調や校内体制等
を踏まえて個別に検討し、対応します。

○ 胃ろう※
○ 腸ろう※
○ 経鼻※

○ 鼻腔内※
○ 口腔内（咽頭前） ※
○ 気管カニューレ内※
○ 口腔内（咽頭奥）
○ 気管カニューレ奥

など

○ ※の付いた行為は、「特定行為」として、研修を受けるなどし、認定を受けた教
員も実施できます。



○ 学校との健康状態、診療情報等に関する情報共有
○ 緊急時や学校行事等における連携
○ 入学後、お子様の状態を把握するまでの期間の付添い
○ 教員の研修への立会い 等

医療的ケア実施までの流れ
医療的ケアの内容や実施手順などについて、

学校から説明を受けます。

医療的ケアの内容などについて、
主治医と相談した上で、学校に申請書を提出しま
す。

学校で行う医療的ケアの内容や実施者について、
学校から説明を受けます。

学校で医療的ケアを行うことを同意した場合、
学校に「同意書」を提出します。

保護者の立会いの下、学校の看護師が、「指示書」※

により医師の指示を受けます。（看護師が医療機関に
出向きます。）

学校から、「医療的ケアの内容」や
「実施者」等についての通知を受けます。

※ 教員が特定行為として医療的ケアを実施する際には、「介護職員等喀痰吸引等指示書」を
使用します。この場合には、診療報酬の対象となります。また、期限は６か月です。
詳細は、各学校へお問い合わせください。

北海道教育庁学校教育局特別支援教育課学校教育指導グループ
〒060-8544 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館
電 話 011-204-5774
ＦＡＸ 011-232-1049

学校は「個別のケア・マニュアル」を作成します

看護師による医療的ケアの開始


